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接続料算定における５Ｇ（ＳＡ方式）に係る費用及び需要の扱いについて（要請） 

 

 

標記について、令和６年度以降のデータ伝送交換機能の接続料（回線容量単位接続

料及び回線数単位接続料）の算定について、貴社において下記の事項を実施するよう

要請する。 

 

記 

 

１ 令和５年度を基礎事業年度（第二種指定電気通信設備接続料規則（平成２８年総

務省令第３１号。以下「接続料規則」という。）第１７条第２項に規定する基礎事業

年度をいう。以下同じ。）とし、令和７年度から令和９年度までに適用される予測接

続料（接続料規則第１３条第３項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。）の算定

に当たっては、少なくとも令和８年度及び令和９年度に適用される予測接続料につ

いては、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）と５Ｇ（ＳＡ方式）に係る費用及び需要を一体

として算定を行うこと。 

 

２ 令和６年度以降を基礎事業年度とする予測接続料の算定に当たっては、４Ｇ・５

Ｇ（ＮＳＡ方式）と５Ｇ（ＳＡ方式）に係る費用及び需要を一体として算定を行う

こと。 

 

３ 令和８年度以降を基礎事業年度とする精算接続料（接続料規則第１３条第４項に

規定する精算接続料をいう。）の算定に当たっては、４Ｇ・５Ｇ（ＮＳＡ方式）と５

Ｇ（ＳＡ方式）に係る費用及び需要を一体として算定を行うこと。 

 

以上 

 


